
 

 

 

 松江市では、建築物を新築あるいは増改築される場合に、その床面積に応じた数の駐車場をその敷

地内に設置していただく条例を制定しています。（平成１７年３月３１日松江市条例第３３７号） 

 この条例の概要は、次のとおりです。 

 

○ 松江市内全域が対象となりますか？ 

市内全域が対象とはなりません。都市計画に定められた「駐車場整備地区」内（下図に駐車場整

備地区を図示しています。）が対象となります。 

 

松江市駐車場整備地区（面積約３０５ｈａ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ すべての建築物が対象となるのですか？ 

建築物の延床面積のうち（特定用途の延床面積＋非特定用途の延床面積×１/２）が１，０００

㎡を越える建築物が対象となります。例えば、特定用途のみの建築物では１，０００㎡、非特定用

途のみの建築物では２，０００㎡を越える建築物が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 附置義務台数の算定方法は？ 

１．附置義務総台数の計算 

（１） 新築の場合 

  特定用途部分については延床面積１５０㎡に１台、非特定用途部分については延床面積４５０

㎡に１台の割合となります。 

 

 

 

 

 

 

（２） 増築（用途変更）の場合 

  増築（用途変更）の前後の建物を、それぞれ新築したと仮定し上記（１）の計算を行い、その

差が増築（用途変更）にかかる必要台数となります。 

必要台数＝（増築（用途変更）後の必要台数）－（増築（用途変更）前の必要台数） 

 

（３） その他（緩和措置） 

① 延床面積が６，０００㎡未満の建築物は、（１）で求めた附置義務総台数に以下の式を乗

じて得られた台数（小数点以下切り上げ）を附置義務総台数とします。 

１，０００㎡×（６，０００㎡－延床面積（㎡）） 

１－ 

６，０００㎡×Ａ－１，０００㎡×延床面積（㎡） 

Ａ：特定用途の延床面積＋非特定用途の延床面積×１/２ 

上式の計算結果は、小数点第３位を四捨五入します。 

 

 

 

特定用途とは 

 駐車需要を発生させる程度の大きい用途で、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタ

ジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百

貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場です。 

非特定用途とは 

 特定用途以外の用途で、住宅、神社、仏閣、学校などです。 

（例）特定用途の延床面積４，０００㎡、非特定用途の延床面積３，０００㎡の建築物の場合 

 ４，０００/１５０＋３，０００/４５０＝２６．６７＋６．６７＝３３．３４≒３４台 

となり、３４台の附置義務駐車場が必要となります。（計算途中の各項計算では、小数点第３位

を四捨五入し、計算結果の小数点以下は切り上げとします。） 



 

 

 

 

 

 

 

② 事務所用途部分の延床面積が１０，０００㎡を超える場合は、以下のように延床面積を免

除して得られた面積を延床面積と見なし、（１）に従い附置義務総台数を計算します。 

・ １０，０００㎡～ ５０，０００㎡の部分の対象延床面積を３０％免除します。 

・ ５０，０００㎡～１００，０００㎡の部分の対象延床面積を４０％免除します。 

・ １００，０００㎡を越える部分の対象延床面積を５０％免除します。 

 

 

 

２．荷さばき用の駐車場台数 

 特定用途の部分の延床面積が２，０００㎡を越える建築物には、特定用途の延床面積に応じた台数

の荷さばき用の駐車場を附置していただきます。この荷さばき用の駐車台数は、附置義務総台数に含

めます。 

（１） 新築の場合 

  必用台数の計算方法は、用途の種別ごとに 

   店舗は・・・・・・・・延床面積３，０００㎡に１台 

   事務所は・・・・・・・延床面積５，０００㎡に１台 

   倉庫は・・・・・・・・延床面積１，５００㎡に１台 

   その他特定用途は・・・延床面積４，０００㎡に１台の割合となります。 

 

 

 

 

 

（２） 増築（用途変更）の場合 

  １－（２）と同じようにして、必要台数を求めます。 

 

（３） 緩和措置 

  特定用途の延床面積が６，０００㎡未満の建築物は、（１）で求めた荷さばき附置義務台数に

以下の式を乗じて得られた台数（小数点以下切り上げ）を荷さばき附置義務台数とします。 

６，０００㎡－特定用途の部分の延床面積（㎡） 

１－ 

２×特定用途の部分の延床面積（㎡） 

計算結果は、小数点第３位を四捨五入します。 

 

（例）特定用途の延床面積２，０００㎡、非特定用途の延床面積１，０００㎡の建築物の場合 

２，０００/１５０＋１，０００/４５０＝１３．３３＋２．２２＝１５．５５≒１６台 

Ａ＝２，０００＋１，０００×１/２＝２，５００ 

１，０００×（６，０００－３，０００） 

１－                         ＝０．７５ 

６，０００×２，５００－１，０００×３，０００ 

附置義務総台数＝１６×０．７５＝１２台 

（例）８０，０００㎡の事務所の場合 

 延床面積＝１０，０００㎡＋（５０，０００㎡－１０，０００㎡）×０．７＋ 

（８０，０００㎡－５０，０００㎡）×０．６＝５６，０００㎡ 

（例）店舗の部分の延床面積が５，０００㎡、事務所の部分の延床面積が１０，０００㎡の建築物

の場合 

 ５，０００/３，０００＋１０，０００/５，０００＝１．６７＋２＝３．６７≒４台 

となり、４台の荷さばき用の駐車場が必要となります。（計算途中の各項計算では、小数点第３位

を四捨五入し、計算結果の小数点以下は切り上げとします。） 



 

 

 

 

 

 

 

 

○ どうしても建物と同一敷地内に駐車場が設置できないときは？ 

駐車場を附置すべき建築物と同一敷地内へ駐車場を設置することが原則です。しかし、建築物の

構造や敷地の形状等によりどうしても困難な場合は、その敷地から２００ｍ以内の場所に設置す

ることが可能です。この場合市長への承認申請が必要となります。 

 

○ 駐車場の構造は、自由に決められるの？ 

条例では駐車場利用者の利便性、安全性を考え、駐車マスについて次のとおり規定しています。 

① 小型自動車用：幅２．３ｍ以上 奥行５．０ｍ以上 

② 普通自動車用：幅２．５ｍ以上 奥行６．０ｍ以上（附置義務総台数の３０％以上） 

③ 車いす利用者用：幅３．５ｍ以上 奥行き６．０ｍ以上（上記②のうち１台以上） 

④ 荷 さ ば き 用：幅３．０ｍ以上 奥行７．７ｍ以上（建築物内に設置する場合は 

梁下の高さ３．０ｍ以上） 

 その他の構造については、駐車場法施行令にある届出駐車場の構造基準でお願いします。 

 

○ 何か手続きが必要なの？ 

この条例は、平成１０年７月１日（合併前の条例）から施行されております。この日以後、条

例の適用となる建築物の建築確認申請をされる場合は、その際に附置義務駐車場の届出が必要と

なっております。届出先は松江市建築審査課です。建物と同一の敷地内に駐車場が設置できない

場合における承認申請は松江市都市政策課となっておりますのでご注意ください。 

 

（例）店舗の部分の延床面積が２，０００㎡、倉庫の部分の延床面積が１，０００㎡の建築物の

場合 

２，０００/３，０００＋１，０００/１，５００＝０．６７＋０．６７＝１．３４≒２台 

６，０００－３，０００ 

１－              ＝０．５ 

２×３，０００ 

荷さばき附置義務台数＝２×０．５＝１台 

【問い合わせ先】 

〒６９０-８５４０ 松江市末次町８６番地 

 

松江市 都市政策課 計画係  T el  ０８５２－５５－５３７３ 

                  Mail  t-plan@city.matsue.lg.jp 

    建築審査課 建築審査係   T e l  ０８５２－５５－５３４７ 

                  Mail  ke-shidou@city.matsue.lg.jp 

 


